
表1 実施状況

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

受 診 者 数 10,880

0.0

5,021

0.0

3,682

0.2

2,750

0.0

2,348

0.1陽　性　率（％）

2 実施状況

【年次推移】

3 寄生虫卵検査

寄生虫の保卵者の検索

幼児・児童・生徒等

1 概　　要

1] 目　　的

　肛門付近に産卵された蟯虫卵をセロテープに付着させ、顕微鏡下で虫卵の有無を検査し

た。

3] 検査方法

2] 対　　象
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総 合 判 定 指 導 の 原 則

Ⅰ（要医学的管理） Ⅰ－1 専門医による管理が望ましい 

 
Ⅰ－2 専門医への受診を勧める 

Ⅰ－3  

Ⅱ（要経過観察） 医師、学校、家庭などが連携して生活指導を行い、数ヶ月～1 年後

に経過観察のための再検査を受けることが望ましい 

Ⅲ（要生活指導） 学校、家庭などの連携のもとに生活指導を行うことが望ましい 

Ⅳ（管理不要） 所見はあるが管理は不要。但し、次回健診時に各検査項目値の変動

に留意する 

Ｎ（正常） 今回の健診では異常所見が認められない 

1 概　　要

5] 判定区分

　1) 肥満度（身体計測値から肥満度を算出）

　2) 脂　質（総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール）

　3) 血　圧

　4) 小児生活習慣病予防健診調査票（糖尿病現病歴・家族歴）

(1) 検査項目

　「4］項目別判定基準」に従い各項目を判定した後に、その判定をもとに「5］判定

基準」に従って総合判定し、指導区分を決定した。

(2) 判　　定

　必要に応じて医師による健康教育講話及び個別指導を実施した。

(3) 事後指導

　小児期の生活習慣病予防を目的としたリスクの早期発見・早期対応

1] 目　　的

　公財）予防医学事業中央会が示す基準に準拠し判定した（「子供の生活習慣病と健康づ

くり（小児期からの生活習慣病予防学術委員会編）」）≪令和3年度事業年報91頁参照≫

4] 項目別判定基準

　児童・生徒

2] 対　　象

3] 検査内容

4 小児生活習慣病予防健診
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